
 

日・ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）協定に関するお知らせ 

 

 

平成２０年１２月２６日 

経 済 産 業 省 

 

日・ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）協定（以下「AJCEP 協定」）は、平成２

０年１２月１日に我が国とシンガポール、ベトナム、ミャンマー、ラオスとの間で発

効しました。 

 

平成２０年１１月２８日付けお知らせにて、AJCEP 協定発効後、当面の間、①ベ

トナムにおいて AJCEP 協定に基づく関税率が適用されない、②ベトナム及びミャン

マーにおいて AJCEP 協定原産地証明書が発給されない、といったおそれがある点に

ついてお伝えしたところですが、今般、ベトナム政府及びミャンマー政府から追加情

報がありましたので、お知らせいたします。 

 

新たに、ベトナム政府及びミャンマー政府から伝えられた内容は、概要以下の通り

です。 

 

ベトナム政府からの情報 

【AJCEP 協定に基づく原産地証明書の発給について】 

① AJCEP 協定に基づく原産地証明書の発給開始は１月中旬になる見込み。 

② AJCEP 発効前（１１月末日まで）にベトナムで船積みされた貨物についても

AJCEP 協定に基づく原産地証明書が遡及発給される。 

③ 既に一般特恵（GSP）に係る原産地証明書が発給されている場合にも、貨物

が AJCEP 協定に基づく原産地証明書の発給基準を満たす場合には AJCEP

協定の原産地証明書は発給可能。ただし、その際申請者は、ベトナム政府発

給当局に原則として既に発給を受けている一般特恵（GSP）にかかる原産地

証明書（formA）を返却する必要があるが、特段の事情により、それができ

ない場合は個別に相談に応じる。 

 

ミャンマー政府からの情報 

【AJCEP 協定に基づく原産地証明書の発給について】 

① 商業省貿易局は AJCEP 協定に基づく原産地証明書の発給開始に関する 告知

を国内政府関係機関に発出した。 

② 本告知により、AJCEP 協定に基づく原産地証明書の発給について、申請の受

付を開始した。 

③ １２月１日に遡って AJCEP 協定に基づく原産地証明書の遡及発給が可能。 



 なお、遡及発給された AJCEP 協定に基づく原産地証明書の受け入れについては、

各締約国により国内法令等が異なりますので個別に御確認ください。 

 

また、ベトナムにおいて適用される AJCEP 協定税率の正式決定等に関する手続き

については、引き続き確認を行っているところです。 

 

注：日本への輸入について、AJCEP 協定の利用に際してはお近くの税関に御照会

下さい。 

 

以上 


